
議案第１４号 

教育財産の取得について 

上記の議案を提出する。 

令和４年３月８日 

提出者 板橋区教育委員会教育長 中川 修一 

 

  教育財産の取得について 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２１条第２項により、教育

財産を取得する。 

 

対象教育財産 

名  称  蓮根文化財整理室 

所 在 地  板橋区蓮根二丁目 28 番 

分  類  行政財産、公用財産 

種  類  建物 

種  目  事務所建 

数量（㎡）  577.91㎡ 

引継前の用途  旧蓮根在宅サービスセンター 

（所管：総務部契約管財課） 

取得年月日   令和４年４月１日 

 

（提案理由） 

 現在、高島平二丁目整理室及び高島平九丁目整理室を文化財整理室  と

して使用しているが、建物の老朽化に伴い継続使用が困難となったため、

旧蓮根高齢者在宅サービスセンターを跡地利用することとなった。 

このことから、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第28条第 3 項

及び東京都板橋区公有財産規則第 9 条第 1 項の規定により引き継ぎを受け、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条第 2 号の規定により管理

するため。 



 

教 育 委 員 会 資 料 

令和４年３月８日  

生 涯 学 習 課  

 

 

教育財産の取得について 

 

１ 名  称 

２ 所 在 地 

３ 分  類   別紙のとおり 

４ 種  類 

５ 種  目 

６ 数量（㎡） 

７ 引継前の用途 旧蓮根在宅サービスセンター（所管：総務部契約管財課） 

８ 取得年月日  令和４年４月１日 

９ 取得理由 

 現在、高島平二丁目整理室及び高島平九丁目整理室を文化財整理室として使用し

ているが、建物の老朽化に伴い継続使用が困難となったため、旧蓮根高齢者在宅サ

ービスセンターを跡地利用することとなった。 

このことから、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 28条第 3項及び東 

京都板橋区公有財産規則第 9条第 1項の規定により引き継ぎを受け、地方教育行政 

の組織及び運営に関する法律第 21条第 2号の規定により管理するため。 

10 引継後の用途 

   今後は、文化財整理室として埋蔵文化財発掘調査により出土した遺物等の整理・ 

収蔵及び本課刊行物の整理・保管の場所とする。なお、引継後から当面の間は新型

コロナウイルス感染症のワクチン集団接種会場として使用される予定である。 

11 今後の予定 

   令和４年４月１日  管理開始 

         １０月～   室内改修工事の後、高島平二丁目整理室及び高島平九丁目 

整理室内にある遺物や資料の移転作業を実施する。 

      



 

位置図（1/5000） 
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対象地 



第８号様式（第９条関係）

板橋区教育委員会　様

記

-

板橋区長　坂本　健

　　　　　（公印省略）

※引継ぎ前の公有財産番号：００６１７５－B００００２
※引継日は令和４年４月１日とする
※システム上の異動は、令和３年度財産が確定したのちに行うた
め、公有財産番号はブランクとなっています。

４ 板 総 契 管 第 ２ ４ 号

令 和 ４ 年 １ 月 ２ ５ 日

教 育 財 産 引 継 書

　地方教育行政の組織及び運営に関する法律第28条第３項及び東京都板橋区公
有財産規則９条第１項の規定により、下記により教育財産を引き継ぎます。

公有財産番号
（索引番号）

分類 種類 種目 数量

行政財産
公用財産

建物 事務所建

備　　考

577.91㎡

引渡事由
教育委員会事務局生涯学習課にて文化財整理室として使用する
ため

引渡前の
所管部課名

契約管財課

財産の表示
（引継ぎ後）

名称 蓮根文化財整理室

所在 板橋区蓮根二丁目２８

所管
課名

生涯学習課

用途 文化財整理室

別紙


